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最低賃金を下回る賃金を支払っていた事業場に対して是正を指導 
～平成31年の最低賃金重点監督結果～ 

 

兵庫労働局（局長 畑中 啓良）は、このたび、平成 31年に実施した最低賃金の重点監督の

結果をとりまとめましたので、お知らせします。 

この重点監督は、管内の労働基準監督署が、平成 31年１月から３月の期間に、主に兵庫県

最低賃金（時間額 871円）の履行確保を目的として、県内の事業場に対し実施したものです。 

その結果、対象とした 500事業場のうち 77事業場で兵庫県最低賃金額に満たない額の賃金

を支払っていたため、最低賃金法違反として勧告を行い（違反率 15.4％）、その是正に向けた

指導を行いました。また、違反の主な理由には、最低賃金額の不知・賃金額の未改定・時間額

に換算しての比較の未実施が認められました。 

兵庫労働局では、引き続き、最低賃金額・同制度の周知に加え、中小企業、小規模事業者へ

の生産性向上等のための支援を行いながら、最低賃金の履行確保を図ってまいります。 
 
 

【平成 31年１月から３月の間に実施した最低賃金重点監督の実施状況】 
 
１ 監督指導の実施事業場： 500 事業場 
 
２ 最低賃金法違反※１の状況 

⑴ 違反事業場数： 77 事業場（ 15.4％） 
 
⑵ 法違反に至った主な理由 

  ① 適用される最低賃金額を知らなかった   21 事業場（ 27.3％） 

  ② 最低賃金の改定を知っていたが賃金を改定しなかった 20 事業場（ 26.0％） 

  ③ 賃金を時間額に換算して比較していなかった 17 事業場（ 22.1％） 
 
 ⑶ 最低賃金未満の労働者※２：                        305 人 

 ① ﾊ ﾟ ｰ ﾄ ・ ｱ ﾙ ﾊ ﾞ ｲ ﾄ：257人 （ 84.3％） ③ 6 5 歳 以 上： 71人 （ 23.3％） 

 ② 女 性 労 働 者：251人 （ 82.3％） ④ 生 徒 ・ 学 生：  7人 （  2.3％） 
 
⑷ 業種別違反状況※３ 

① 接客娯楽業：20／94事業場（ 21.3％） ③ 製 造 業：20／136事業場（ 14.7％） 

② 保健衛生業： 7／35事業場（ 20.0％） ④ 商 業：26／210事業場（ 12.4％） 
 
※１ 最低賃金第４条違反（兵庫県最低賃金未満の賃金額を約定・支払いしていたもの。）。 

※２ 労働者の属性は、内訳（重複あり。）。 

※３ 監督対象事業場が 30件以上の業種を計上。 

【照会先】 

労働基準部監督課 

課     長  嶋田 憲嗣 

主任監察監督官  後藤 誠 

電 話   078(367)9151 

ＦＡＸ   078(367)9165 

兵 庫 労 働 局 発 表 

令和元年９月 30 日 

兵庫労働局 



【最低賃金額】 

兵庫県最低賃金 
899円/時間 

(現行 871円) 

令和元年 10月１日 

発効 

特定（産業別）最低賃金   

 

塗料製造業 949円/時間 

平成 30年 12月 1日 

発効 

鉄鋼業 943円/時間 

はん用機械器具､生産用機械器具､業務用機械器具製造業 921円/時間 

電子部品･ﾃﾞﾊﾞｲｽ･電子回路､電気機械器具､情報通信機械

器具製造業 
873円/時間※ 

輸送用機械器具製造業 954円/時間 

計量器･測定器･分析機器･試験機・測量機械器具製造業 875円/時間※ 

自動車小売業 876円/時間※ 

繊維工業 871円/時間※ 平成 30年 10月 1日 
発効 各種商品小売業 871円/時間※ 

 
※ 兵庫県最低賃金（時間額 899 円）が令和元年 10 月１日に発効すると、兵庫県最低賃金額がこれらの
特定（産業別）賃金額を上回るため、兵庫県最低賃金（時間額 899 円）が適用されることとなります。 

  なお、現在、兵庫地方最低賃金審議会で、令和元年度における特定（産業別）最低賃金の改定審議が
なされています。 

 

【労働条件に関する相談窓口】 

相談の仕方 窓口 連絡先 備考 

行政機関に 

相談したい 

労働基準監督署 

総合労働 

相談コーナー 

神戸東労働基準監督署：078-389-5345 

神戸西労働基準監督署：078-570-0085 

尼崎労働基準監督署：06-7670-4926 

姫路労働基準監督署：079-256-5793 

伊丹労働基準監督署：072-772-6224 

西宮労働基準監督署：0798-26-3733 

加古川労働基準監督署：079-458-8467 
西脇労働基準監督署：0795-22-3366 

但馬労働基準監督署：0796-22-5145 

相生労働基準監督署：0791-22-1020 

淡路労働基準監督署：0799-22-2591 

兵 庫 労 働 局：078-367-0850 

（賃下げ、いじめ・嫌がらせ、退職勧奨など） 

総合労働相談コーナーは

労働基準監督署や労働局

の中に設置されています 

 

夜間・休日に 

相談したい 

労働条件相談 

ほっとライン 
0120-811

はい！

-610
ろうどう

 
月～金 17:00～22:00 
土･日･祝 9:00～21:00 
（12/29～1/3除く。） 

メール等で 

情報提供したい 

労働基準関係 

情報メール窓口 
厚生労働省ホームページから 

原則 

①火･水 9:30～17:00 

②木･（第 1･3･5）金 

9:30～17:00 

①中国語②ﾍﾞﾄﾅﾑ

語で相談したい 

外国人労働者 

相談コーナー 

①兵庫労働局監督課内：078-371-5310 

②姫路労働基準監督署内：079-224-8181 
 
【賃金（最低賃金）引上げの支援策】 

 窓口 連絡先 

最低賃金の引上げに 

どのように対応すれば 

いいのか相談したい 

兵庫県働き方改革 

推進支援センター 

住所 神戸市中央区港島中町 6丁目 1番地 

神戸商工会議所会館内 9F 

電話 0120-791-149 

事業場で最も低い賃金の 

引上げをするので助成 

してほしい 

兵庫労働局 

雇用環境・均等部 企画課 

住所 神戸市中央区東川崎町 1-1-3 

神戸クリスタルタワー15F  

電話 078-367-0700 
 
【資料】別紙  平成 31年 最低賃金の重点監督結果 



（別 紙） 

平成31年 最低賃金の重点監督結果 

 

１ 最低賃金の重点監督の実施状況 
 

 ○ 管内の11労働基準監督署が、平成31年１月から３月までの間に、最低賃金が適用（※１）さ

れる 500 事業場に対して、最低賃金の重点監督を実施したところ、77 事業場で最低賃金法違

反（※２）が認められた（違反率15.4％）ため、その是正・改善を求めて指導した。 

  ※１ 最低賃金には、産業や職種にかかわりなく、兵庫県内の事業場で働くすべての労働者と使用者に適用される

地域別最低賃金（兵庫県最低賃金）と、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者と使用者に適用される特定  

（産業別）最低賃金がある。 

  ※２ 兵庫県最低賃金額に満たない賃金額を約定・支払い、最低賃金法第４条に違反したもの。以下、同じ。 
 

表１ 最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導の状況 
 

 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 

監督指導実施事業場数 444 390 483 506 500 

同違反事業場数 67 61 100 69 77 

同違反率 15.1％ 15.6％ 20.7％ 13.6 15.4％ 

 

図１ 最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導の状況 
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（別 紙） 

２ 最低賃金法違反の状況 
 

○ 本重点監督で最低賃金法違反が認められた 77 事業場から聴取した違反に至った主な理由は、

以下の表とおり、①「適用される最低賃金額を知らなかった」が 21 事業場、②「最低賃金の改

定を知っていたが改定していなかった」が 20 事業場、③「賃金を時間額に換算して比較してい

ない」が17事業場などであった（複数回答あり。）。 
 

表２ 最低賃金法違反に至った理由 
 

理  由 事業場数 

適用される最低賃金額を知らなかった 21 

最低賃金の改定を知っていたが、賃金額を改定していなかった 20 

賃金を時間額に換算して比較していなかった 17 

パート・アルバイト、能力が低い者、高齢者には適用されないと思っていた ８ 

労働者との合意があれば最低賃金額未満でもよいと思っていた ６ 

売上げ減・コスト増により最低賃金額を支払うことができなかった（下請叩き除く） ５ 

最低賃金の減額の特例許可の更新申請を怠っていた ２ 

その他 13 
 

 ○ 本重点監督で認められた最低賃金未満の労働者は 305 人であった。その内訳（重複あり。）

は、①パート・アルバイトが257人（84.3％）、②女性労働者が251人（82.3％）、③65歳以

上の労働者が71人（23.3％）などであった。 
 

表３ 最低賃金未満の労働者の内訳 
 

 人数 割合 

最低賃金未満の労働者 305 100.0％ 

 

パート・アルバイト 257 84.3％ 

女性労働者 251 82.3％ 

65歳以上 71 23.3％ 

生徒・学生 ７ 2.3％ 

障害者である労働者 ３ 1.0％ 

18歳未満 ５ 1.6％ 
 

〇 業種別の監督実施事業場数と最低賃金法違反状況は、①製造業が 136 事業場のうち 20 事業

場（違反率 14.7％）、②商業が 210 事業場のうち 26 事業場（違反率 12.4％）、③保健衛生業

が35事業場のうち７事業場（違反率20.0％）④接客娯楽業が94事業場のうち20事業場（違

反率21.3％）、などであった。 

表４ 最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導の業種別の状況 
 

 監督指導実施事業場数 同違反事業場数 同違反率 

接客娯楽業 94 20 21.3％ 

保健衛生業 35 7 20.0％ 

製造業 136 20 14.7％ 

商業 210 26 12.4％ 

 


